
①渓流のスクリーニング

②横過形態・横断構造物の整理

③抽出渓流の基図整備

④法規制、既存設備の整理

⑤災害履歴の整理

⑥抽出結果のとりまとめ

⑦評価基準、調査方法検討

図-1 渓流抽出フロー 
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１ はじめに 

 毎年、梅雨や台風のシーズンになると、局地的な集中豪雨により渓流からの土石流等の災害が発生し、そ

の復旧に多くの労力が費やされる。平成 16年は、台風が 10個も上陸するなど全国的に局所的な集中豪雨に

より土砂災害が頻発し、多くの住民の生活が脅かされた。当社管内でも台風 23 号の影響により、中央本線

において渓流から土砂が流入する災害が発生した。 

従来から渓流の検査については、全般検査等において目視により実施しており、その判断は検査者の経験

によるところが大きいのが現状である。今回の災害を契機に渓流について定量的な評価ができるような管理

手法を取りまとめたので紹介する。 

 

２ 対象渓流の抽出方法 

線路沿線における対象渓流の抽出方法は、図-1に示すフローにより実施する

こととした。 

1)渓流箇所のスクリーニングは、線路に影響を及ぼす恐れのある渓流につい

て、国土交通省の「土石流危険渓流及び土石流危険区域調査要領」を参考に

1/25,000 地形図を利用し抽出することとした。なお、抽出にあたり渓床勾配

を３°以上とし、谷型の地形を形成する地域を基本とした。 

2)横過形態・横断構造物の整理は、渓流部の横過形態（盛土・切取、トンネ

ル坑口、橋りょう等）の区分を JR 路線図 1/2,500、橋りょう台帳から横断構

造物の諸元（横断構造物の幅、高さ等）を整理することとした。 

3)抽出渓流の基図整備は、渓流現地調査時に必要な JR路線図と背景図を組み

合わせて作成することとした。 

4)法規制、既存設備の整備は、砂防指定、保安林などの法規制該当の有無や

「土石流危険渓流」「崩壊土砂流出危険地区」などの指定箇所の有無、及び既

存の砂防・治山施設の有無について整理することとした。 

5)災害履歴は、JR 管内における昭和 20 年以降の土石流災害や線路への土砂流入災害等について発生日時、

規模、発生状況、降雨履歴等を整理し、併せて他機関が把握している周辺部の災害履歴についても整理する

こととした。 

6)抽出結果のとりまとめは、上記で抽出したデータを渓流毎に整理し、渓流現地調査時の基礎資料とした。 

 

３ 渓流健全度判定評価基準の検討方法 

抽出した渓流の健全度評価を策定するにあたり、従来より実施している斜面調査の評価基準の考え方を踏

まえて検討することとした。斜面調査の健全度判定は、「落石対策技術マニュアル：鉄道総研 H11.3」におけ
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〔発生危険度評価〕

項　目 要　因 評点 〔流出危険度評価〕

○ 5 5

0 50点以上 30点以上 15点以上 15点未満

○ 20 50点未満 30点未満

15 20 100点 70点 50点 30点

10 70点 50点 30点 10点

5 50点 30点 10点 0点 合計点

○ 20 100

15 20

10

5 〔健全度ランク判定の目安〕
○ 10

5 10 100点 70点以上 30点以上 30点未満

0 100点未満70点未満

○ 10 A A B B
5 10 B B C C
0 C C C S

○ 5 5

0 A 　対策及び計画が必要

○ 5 5 B 　異常時に注意が必要

0 C 　定期的に調査

○ 5 5 S 　特に必要なし

0 〔健全度ランク〕
○ 15 15 判定結果

0

○ 5 5

0

合計 100 点

　　　　　　　　　　　　危険度総合評価

　土砂災害防止効果

健全度ランク判定の総合評価コメント

A

100％以上

⑫既設対策
工による現況
整備率（%）

S

〔流出危険度評価〕の合計点

50％未満

50％以上～70％未満

70％以上～100％未満

〔発生危険度評価〕の合計点

0点

⑩泥水等土石流以外の発生履歴

⑨土石流の発生履歴
有り

なし

有り

なし

⑪渓流の谷
出口から線路
までの距離
（m）

200m未満

200m～300m未満

300m～400m未満

500m以上

⑧比較的規模の大きい崩壊
履歴（1,000㎡以上/1箇所）の数

有り

なし

⑦新しい亀裂、滑落崖の数
有り

なし

10本以上

3本～10本未満

3本未満

⑥常時湧水箇所数
有り

5％以上～10％未満

5％未満

なし

⑤裸地・禿赦地・伐採跡地の面積
率

10％以上

配点

5°以上8°未満

　　　　　　　　　　　　　　発生危険度評
価
　流出評価指標

渓
流
要
因

①発生流域面積
（渓床勾配15°以上の流域面積）

0.05k㎡以上

0.2ｍ未満

10°以上

5°未満

②土石流氾濫開始点の勾配
（上流200ｍ区間の平均勾配）

発
生
履
歴

0.2ｍ以上～1ｍ未満

③渓床堆積土砂の厚さ
（最大値）

評点区分

1ｍ以上～2ｍ未満

2ｍ以上

8°以上10°未満

0.05k㎡未満

斜
面
要
因

④0次谷の数

図-2 健全度判定評価基準（案） 

る落石災害危険度の評価と判定区分を基本としている。 

しかしながら、現在斜面調査で実施している渓流部の調査は、主に前回と比較し変化の有無を把握するこ

とが目的であるため、現地調査員の経験、主観に左右されることがある。そこで、定量的な評価基準を策定 

するべく「土石流対策の手引き 安定度調査表（日本道路公団）」を参考に、鉄道用に検討することとした。 

評価基準の設定方針は、1)定量的な評価を可能とすること、2)健全度判定は、斜面調査同様「Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｓ」の 4段階とすること、3)現地調査員の総合的な判断が反映できるようにすること、とし今回新たに鉄道

用として作成したものが、次の渓流健全度判定評価基準(案)（以下、「評価基準」という）である。（図-2） 

評価手順は、現地渓流調査から得られた各項目の結果に基づき以下のようにした。 

1)土石流の「発生危険度」

を各評点の合計から評価す

る。 

2)土石流の「流出危険度」

を 1)の評価結果と流出評価

指標（渓流出口から線路ま

での距離）との組合せから

評価する。 

3)土石流の「流出危険度」

に土砂災害防止効果（既設

対策工の整備率）を反映さ

せ健全度ランク判定を行う

こととした。 

4)上記により定量評価され

た判定ランクを考慮しな

がら、砂防の専門家等に

よる総合的な評価（コメント）及び健全度判定を決定する。評価基準の妥当性を検証するために現地確認調

査を実施した。調査対象とした渓流は、過去の２回の土砂流出履歴（Ｓ52、Ｓ58）がある。S52 年には集中

豪雨で堰堤裏に 20㎥、S58年には台風により橋りょうに 47㎥が堆積するという災害が発生している。現地

において線路の横過状況、渓流の断面、崩壊地の把握等必要なデータに基づきトレースした結果、現地に即

した評価基準であることが確認できた。 

４ 渓流管理台帳の作成 

 今回抽出した渓流について、地形図や詳細なデータを記載した渓流管理台帳を作成した。その内容は、「土

石流危険渓流カルテ作成要領 建設省 Ｈ11.6」を参考に、鉄道設備に関する必要な調査項目を抽出し検討

した。具体的な項目としては、路線図、渓流位置図、渓流調書、写真判読図、現地踏査流域図、現地写真、

現地スケッチ、既設対策工諸元とした。 

５ まとめ 

 現在、抽出した渓流に対して現地調査を進めておりデータ収集中である。今後は、そのデータを検討し、

評価基準を更に良いものにしていく所存である。 
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